
　　　　　　　主　　　文
１　第１審原告らの控訴並びに第１審被告亀井建設株式会社及び同石井建設株式会
社の控訴をいずれも棄却する。
２　第１審原告らの控訴によって生じた費用は同原告らの負担とし，第１審被告亀
井建設株式会社及び同石井建設株式会社の控訴によって生じた費用は同被告らの負
担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　控訴の趣旨
１　第１審原告ら
（第１審甲事件について）
（１）　原判決の主文第２項を次のとおり変更する。
（２）　第１審甲事件被告らは，座間市に対し，連帯して８７２万５５００円及び
これに対する平成９年７月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
（３）　訴訟費用は第１，２審とも第１審甲事件被告らの負担とする。
（第１審乙事件について）
　原判決の主文第１項を取り消し，第１審乙事件を横浜地方裁判所に差し戻す旨の
裁判を求め，自判の場合につき，次のとおりの裁判を求めた。
（１）　主位的請求
ア　第１審乙事件被告有限会社浅沼組，同株式会社前里興業，同株式会社高原組，
同亀井建設株式会社，同有限会社加藤土建，同新本建設株式会社，同株式会社廣美
建設，同鈴商建設株式会社，同草光建設株式会社，同大勇建設株式会社及び同株式
会社協和工業は，座間市に対し，連帯して１１億１４１６万２７７６円（ただし，
うち１０億６８４６万１４６１円は後記イの第１審乙事件被告石井建設株式会社と
連帯）及びこれに対する平成１０年４月１日から支払済みまで年５分の割合による
金員を支払え。
イ　第１審乙事件被告石井建設株式会社は，座間市に対し，１０億６８４６万１４
６１円（この限度で前記アの第１審乙事件被告らと連帯）及びこれに対する平成１
０年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（２）　予備的請求
　別紙「乙事件被控訴人別請求（予備的請求）金額一覧表」の左欄記載の第１審乙
事件被告らは，座間市に対し，同一覧表の右欄記載の各金員及びこれに対する平成
１０年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（３）　訴訟費用は第１，２審とも第１審乙事件被告らの負担とする。
２　第１審被告亀井建設株式会社及び同石井建設株式会社（第１審甲事件）
（１）　原判決中，第１審被告亀井建設株式会社及び同石井建設株式会社の敗訴部
分を取り消す。
（２）　上記取消し部分に係る第１審原告の請求を棄却する
（３）　訴訟費用は第１，２審とも第１審原告の負担とする。
第２　事案の概要
１　第１審甲事件は，座間市の住民である同事件原告（１名）が同事件被告ら（８
社）に対し，座間市が平成９年度に発注したα線工事（第１回分）について，いわ
ゆる入札談合により同市に損害を被らせたとして，地方自治法（以下「地自法」と
いう。）２４２条の２第１項４号後段に基づき，座間市に代位して損害賠償を求め
たもの，第１審乙事件は，同じく座間市の住民である同事件原告ら３名（うち１名
は甲事件原告と共通）が同事件被告ら（１２社。うち８社は甲事件被告と共通。な
お，原審では乙事件被告は１４社）に対し，座間市が平成７年度以降，平成１０年
３月３日までに実施した土木工事のうちの約９０パーセントについて，入札談合に
より損害を被らせたとして，座間市に代位して損害賠償を求めたものである。
　原審は，甲事件の請求については１４９万１０００円の限度で認容すべきものと
し（請求は８７２万５５００円），乙事件の訴えについては，適法な監査請求を経
ていないので不適法として却下すべきものと判断したため，両事件につき，第１審
原告らが原審の判断を不服として控訴した。ただし，第１審乙事件被告大臣建設株
式会社に対しては控訴せず，同事件被告有限会社小池土建に対する控訴は取り下げ
た。
　また，第１審被告のうち亀井建設株式会社及び石井建設株式会社が甲事件につき
敗訴部分を不服として控訴した。
２　前提事実，争点及び争点に関する当事者双方の主張は，原判決の「事実及び理



由」第２の２ないし４に記載のとおりであるから，これを引用する。
第３　判断
１　当裁判所も，第１審甲事件原告の請求は第１審甲事件被告らに１４９万１００
０円の連帯支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないので棄却すべく，
第１審乙事件の訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は，次の
とおり付加するほか，原判決の理由説示（「事実及び理由」第３及び第４。ただ
し，原判決５２頁９行目の「棄却する。」まで）と同一であるから，これを引用す
る。ただし，原判決３９頁２４行目及び４０頁１７行目の各末尾に「（甲１８，１
９，２４の２，３９の２，３，Ａ，Ｂ，弁論の全趣旨）」をそれぞれ加える。
（１）　原判決３３頁４行目の「しかし，」の次に次のとおり加える。
「前記認定のとおり（原判決１０頁以下（３）参照），公取委は，座間市が発注す
る公共工事につき，平成７年４月１日から平成１０年３月３日まで，座間市建設業
協会の会員たる土木工事業者の間で独禁法３条の不当取引制限の禁止違反が行われ
てきたとして，平成１０年７月１７日，第１審被告ら１８社に対して本件排除勧告
を発し，平成１１年９月２８日，株式会社福司建設を除く１７社に対して課徴金
（合計２億１２８６万円。甲３０）の納付命令を発したが，課徴金に係る違反行為
は，上記１７社の談合行為が独禁法３条に違反し，同法７条の２第１項に規定する
「役務の対価に係るもの」に該当することを理由とするものであった（甲３０）。
そして，独禁法７条の２第１項は，「事業者が，不当な取引制限……で，商品若し
くは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供給量を制限すること
によりその対価に影響があるものをしたとき」は，公取委は，事業者に対し，「当
該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動が
なくなる日までの期間（当該期間が３年を超えるときは，当該行為の実行としての
事業活動がなくなる日からさかのぼって３年間とする。以下「実行期間」とい
う。）における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分
の六を乗じて得た額」（一定の規模以下の事業者については百分の三。同条２項）
に相当する額の課徴金の納付を命じなければならないとしているから，公取委が課
徴金を課す前提となる売上額を算定するには，一定の実行期間を特定すれば足り，
実行期間における役務の対価に係る行為が「当該行為の実行としての事業活動」に
よるものであることを判断するまでの必要はないと解される。これに対し，本件監
査請求は，第１審被告らの談合行為を理由として，その不法行為責任を追及するこ
とを目的とするものであるから，単に談合に関する基本合意があったというのみで
は足りず，個別の工事ごとに談合行為と行為者（参加者）等を特定するのでなけれ
ば，不法行為の成否について判断することができない。したがって，第１審原告ら
が主張するように，本件監査請求の対象が本件排除勧告において独禁法違反行為と
して特定されている行為と同一であるというのみでは，監査の対象が特定されてい
るものということはできない。そして，」
（２）　原判決５０頁１０行目末尾に改行して，次のとおり加える。
「第１審原告は，談合が摘発された後の座間市の発注工事の落札率が，道路工事に
ついては平均７６パーセント程度に低下しているとも指摘するが，さきに認定した
ような第１審被告前里興業の受注意欲の程度や他社の動向，本件工事の特徴（本件
工事の現場の作業効率の悪さ，本件工事の大部分に下請けが用いられていること，
平成８年度のα線の粗利益は約５パーセントにとどまっており，平成９年度のそれ
も同程度であったことなど）等の事実関係に照らすと，本件においては，これらの
個別事情を考慮する必要があり，仮に談合摘発後に第１審原告が指摘するような落
札率の低下がみられるとしても，その要因の分析や本件との比較を抜きにして（こ
れらの点につき，前記判断を左右するに足りる資料はない。），その数値を用いる
ことはできない。」
２　よって，原判決は相当であり，本件各控訴はいずれも理由がないので棄却する
こととし，主文のとおり判決する。
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別紙　乙事件被控訴人別請求（予備的請求）金額一覧表
①被控訴人浅沼組　　　　　　６億８５５５万５３０４円
②被控訴人前里興業　　　　　７億２４７３万５６２１円
③被控訴人高原組　　　　　　７億０１３１万２５６２円



④被控訴人亀井建設株式会社　７億２８７５万０１９８円
⑤被控訴人有限会社加藤土建　２億２１６３万９５９４円
⑥被控訴人新本建設株式会社　２億１６６８万８０５５円
⑦被控訴人株式会社廣美建設　７億８６０６万０８３０円
⑧被控訴人鈴商建設株式会社　４億９６１２万５５９１円
⑨被控訴人草光建設株式会社　７億３０５４万２０９２円
⑩被控訴人大勇建設株式会社　２億２５４９万２２１３円
⑪被控訴人株式会社協和工業　３億１６０９万２７１６円
⑫被控訴人石井建設　　　　　７億４５４９万３６８８円


